
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和元年１２月２９日 １９時００分ごろ 

発生場所 沖縄県渡嘉敷
と か し き

村ナガンヌ島北西方沖  

 ナガンヌ島北西方灯標から真方位３１５°２.１海里付近 

 （概位 北緯２６°１８.０′ 東経１２７°３０.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボートさわやか号は、漂泊中、船外機の始動ができなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年１月２１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート さわやか号、１.１トン 

２８１－４２７１２沖縄、個人所有 

ガソリン機関（船外機）、４サイクル、出力１６５.５kＷ、回転数

毎分５,５００、６気筒、ボア９６mm、使用燃料ガソリン 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、波高 約１ｍ 

インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、漂泊中、釣り

を終えて帰港する際、船外機を始動しようとしたところ、始動でき

ず、船長が、バッテリが過放電状態となっていると思い、海上保安庁

に救助を要請し、来援した巡視艇にえい
．．

航され、那覇港三重城
み え ぐす く

船だま

りに到着した。 

本船は、本インシデント後、新品のバッテリに交換したところ、船

外機を始動することができた。 

 

本船は、約１年半前に使用期間の分からない中古のバッテリに交換

していた。 

分析  本船は、漂泊中、使用期間の分からない中古のバッテリを使用して

おり、経年使用によって蓄電容量が低下していたバッテリが過放電し

たことから、船外機が始動できなくなり、運航不能となったものと推

定される。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が漂泊中、使用期間の分からない中

古のバッテリを使用しており、経年使用によって蓄電容量が低下して

いたバッテリが過放電したため、船外機が始動できなくなったことに

より発生したものと考えられる。 



 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・使用期間が明らかでないバッテリを使わないこと。 

 ・適正に充電された予備バッテリを備えておくことが望ましい。 
 


